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○令和2年度 近畿運輸局自動車関係功労者等表彰

○兵庫県西播地域７市町と災害時における緊急物資輸送等に関する協定を締結しました 

○非接触体温測定機を設置しました

西　川　孝　秀



事務局からのお知らせ
ご受賞おめでとうございます
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非接触体温測定機を設置しました� � ３
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陸災防のページ
�令和２年度「荷役作業安全ガイドライン講習会」を開催しました� � 5

近畿トラック青年協議会からのお知らせ
トラックをさがせ！チャレンジ!!� 6

会員だより	 9

適正化事業部からのお知らせ

トラック事業に対する働き方改革関連法の適用時期について� 10

協会日誌	 � 12

新型コロナウイルス対策の支援として令和2年7月から令和3年 

3月まで9ヶ月間の会費を免除します。

よってこの間の会費請求書は発行しません。

兵ト協会費免除について
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事務局からのお知らせ

ご受賞おめでとうございます。

《令和2年度 近畿運輸局自動車関係功労者等表彰》

永年にわたって陸運業界に功績のあった人を顕彰する令和2年度の近畿運輸局自動車関係功労
者等表彰が 2月24日（水）に、決定しました。今回はコロナウイルス感染病予防のため表彰式は中
止となりました。
当協会から経営者、中間管理者、運転者として以下のとおり受賞されました。

（敬称は略させていただきます）　　

事業功労
（経 営 者）

村　上　　　功　　栄進急送株式会社

永年勤続功労
（中間管理者）

吉　井　　　豊　　株式会社吉田組運送店

塚　本　員　久　　株式会社吉富運輸

永年勤続功労
（運転者）

西　谷　光　重　　成山運輸株式会社

丸　山　稔　治　　堀部運送株式会社

吉　野　健　一　　株式会社ヨシダ商事運輸

岡　田　康　司　　三田運送株式会社

髙　木　　　学　　大伸急行有限会社

若　狭　栄　司　　株式会社タマエース

徳　山　　　守　　株式会社松原組運送

窪　田　由　男　　西村運送有限会社

山　下　雅　和　　株式会社山口運送

尾　﨑　友　彦　　出雲運送株式会社

南　川　隆　文　　国田運送有限会社

坂　山　正　仁　　株式会社シーエックスカーゴ

横　野　竜　二　　株式会社新宮運送

玉　田　富　保　　福山通運株式会社

岩　川　幸　二　　有限会社丸福物流サービス

川　上　義　和　　横田瀝青興業株式会社
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兵庫県西播地域７市町と 
災害時における緊急物資輸送等に関する協定を締結しました

今後発生が予測されている南海トラフ大地震をはじめとした地震対策だけではなく、最近の
異常気象による台風等による風災や大水等の災害に備えて、より地域に根ざしたスピード感の
ある救援物資輸送を行うため、西播7市町と災害発生時における緊急物資輸送等に関する協定を
締結しました。

［締結式］

　日　時：　令和３年２月15日（月） 15時30分
　場　所：　兵庫県西播磨県民局
　出席者：  （７市町）  相生市長  谷口　芳紀　氏
    たつの市長  山本　　実　氏
    赤穂市長  牟礼　正稔　氏
    宍粟市長  福元　晶三　氏
    太子町長  服部　千秋　氏
    上郡町長  遠山　　寛　氏
    佐用町長  庵逧　典章　氏

　　　　　　　　　　　　　　
  （兵ト協）  会　長  福永　征秀
    副会長  木南　一志
    専務理事  西川　孝秀
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非接触体温測定機を設置しました

　新型コロナウイルス感染症対策として、兵庫県トラック総合会館２階、兵庫県トラッ

ク協会入口に非接触体温測定機を設置しました。

　当協会にお越しの際は、検温、マスクの着用にご協力いただきますようお願いいたし

ます。
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委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより

令和2年度第2回交通対策委員会を開催しました

日　時　　令和３年２月12日（金）　

場　所　　兵庫県トラック総合会館

藤原委員長、他委員18名が出席し、オンラインで下記の事項を協議しました

協議事項

　１．令和2年度交通対策委員会関係事業（中間）報告について

　２．令和3年度交通対策委員会関係事業計画（案）について

　３．その他
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令和２年度「荷役作業安全ガイドライン講習会」を開催しました
１月22日（金）、荷役作業安全ガイドライン講習会を兵庫県トラック総合会館で開催し、
当日は荷主及び陸運事業者27名が参加しました。神戸運輸監理部 兵庫陸運部輸送部門　田橋
一首席運輸企画専門官が貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律について、兵庫労働局 
労働基準部 安全課 谷本俊江課長が荷役作業における労働災害の現状と荷役等に求められる役
割について、陸災防本部の島田弘和 安全管理士が荷役作業安全ガイドラインについて講習を
行いました。

研修内容

　 （１）貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律について
　（２）荷役作業における労働災害の現状と荷役等に求められる役割
　（３）荷役作業安全ガイドライン

田橋 首席運輸企画専門官
谷本 課長

島田 安全管理士
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近畿トラック青年協議会からのお知らせ
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燃 料 価 格 情 報

8

軽油価格年間推移表（兵ト協調べ）  （単位：円／㍑）

区分
元売名

ローリー 組 合 カ ー ド スタンド
平 均 平 均 平 均 平 均

J X T G 87.90 89.00 95.31 107.33
出 光 84.60 89.92 89.86
コ ス モ 83.98 90.90 89.00
三 井 84.80
そ の 他 84.30 87.16 90.65 106.00
総 計 85.78 88.67 92.72 106.53
2
／
12

全国平均 82.71
調査なし

92.50 92.27
近畿平均 82.21 93.25 90.49

（消費税抜き）

区分
集計月

ローリー 組 合 カ ー ド スタンド
平 均 平 均 平 均 平 均

令和２年２月 99.41 103.08 106.42 111.12
令和２年３月 93.94 98.07 102.21 108.29
令和２年４月 82.54 91.03 91.42 97.97
令和２年５月 72.08 74.79 78.70 90.31
令和２年６月 66.90 69.74 75.35 81.70
令和２年７月 73.95 77.00 82.04 89.69
令和２年８月 77.92 80.61 84.85 91.77
令和２年９月 81.11 84.59 89.38 96.33
令和２年10月 81.63 84.61 90.32 93.70
令和２年11月 80.19 82.74 88.15 93.10
令和２年12月 79.38 81.75 87.60 97.15
令和３年１月 83.07 86.14 90.43 100.34
令和３年２月 85.78 88.67 92.72 106.53
年 間 平 均 81.45 84.90 89.38 96.74
※前月分の価格データを集計しています。 （消費税抜き）

“軽油は兵庫県下で買いましょう”

軽油「元売別」購入価格表（令和３年１月末現在）  （単位：円／㍑）
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入会届

入会年月日 支部名 種別 会社名 代表者名 主たる連絡先

３.１.21 西播 一般 ㈱九倉 板 橋 吉 章
〒678-0232
赤穂市中広字東沖1455-1

 TEL   079-146-5036
FAX   079-146-5111

１.22 西宮 一般 ㈱丸新建材 新 井 政 廣 〒665-0874
宝塚市中筋9-8-3

 TEL   0797-88-8522
FAX   0797-88-9013

１.28 東神戸 一般
利用 丸島自動車運送㈲ 岡 田 匡 史 〒658-0024

神戸市東灘区魚崎浜町42-3
 TEL   078-862-3659
FAX   078-862-3660

２.12 東播 一般 ㈲ＯＮＴ 室 井 典 子 〒651-2136
神戸市西区中野1-2-5

 TEL   078-925-0200
FAX   078-925-0205

退会届

退会年月日 支部名 種別 会社名 代表者名

３.２.９ 西宮 一般 ㈱ 笠 原 物 流 笠 原 光 男

変更届
会員名簿
ページ数 変更事項 旧 新

58 代表者 ㈱ 久 松 運 輸 　
和 田 真 司 炭 田 栄 二

87 代表者 ㈱ 新 井 運 輸 　
増 永 英 嗣 凪 　 秀 樹

104 会社名 トーウンサービス㈱ ㈱ ト ー ウ ン

130 代表者 ㈲ 三 神 カ ー ゴ 　
治 居 　 勲 治 居 　 学

164 代表者 ㈱ 丸 田 運 送 　
内 山 茂 樹 内 山 博 文
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平
成
30
年
６
月
に
成
立
し
た
「
働
き
方
改
革
関
連
法
」
が
平
成
31
年
4月
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
労
働
基
準

法
関
係
は
施
行
日
が
企
業
の
規
模
（
定
義
は
「
中
小
企
業
基
本
法
」
の
基
準
に
よ
る
。）
に
よ
っ
て
一
部
異
な
り

ま
す
。
①
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
で
は
平
成
31
年
4月
か
ら
は
大
企
業
に
、
令
和
２
年
4月
か
ら
は
中
小
企
業
に

さ
れ
て
い
ま
す
。
但
し
、
自
動
車
運
転
業
務
、
建
設
事
業
及
び
医
師
に
つ
い
て
は
、
適
用
時
期
が
令
和
６
年
４
月

と
な
り
ま
す
。
②
「
勤
務
時
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
」
の
導
入
促
進
、
③
年
次
有
給
休
暇
の
確
実
な
取
得
、
④
労

働
時
間
状
況
の
客
観
的
な
把
握
、
⑤
「
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
」
の
拡
充
、
⑥
「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制

度
」
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
平
成
31
年
４
月
か
ら
全
て
に
適
用
さ
れ
ま
す
。
⑦
月
60
時
間
超
残
業
に
対
す
る
割
増

賃
金
率
引
き
上
げ
に
つ
い
て
は
令
和
５
年
４
月
か
ら
中
小
企
業
が
適
用
に
な
り
ま
す
。
⑧
雇
用
形
態
に
関
わ
ら
な

い
公
正
な
待
遇
の
確
保
（
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
）
に
つ
い
て
は
、
大
企
業
が
令
和
２
年
４
月
か
ら
、
中
小
企
業

は
令
和
３
年
４
月
か
ら
の
適
用
と
な
り
ま
す
。
改
正
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
き
ま
す
。

１
．
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
の
導
入

時
間
外
労
働
の
上
限
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
月
４５
時
間
・
年
３６
０時
間
と
し
、
臨
時
的
な
特
別
の
事
情
が
な
け
れ
ば
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。（
月
45

時
間
は
、
１
日
当
た
り
２
時
間
程
度
の
残
業
に
相
当
し
ま
す
。）

臨
時
的
な
特
別
の
事
情
が
あ
っ
て
労
使
が
合
意
す
る
場
合
（
特
別
条
項
）
で
も
年
７２
０時
間
以
内
、
月
１０
０時
間
未
満
（
休
日
労
働
を
含
む
）、
複
数
月
平
均
８０
時
間
以
内

（
休
日
労
働
を
含
む
）
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。（
月
80
時
間
は
１
日
当
た
り
４
時
間
程
度
の
残
業
に
相
当
し
ま
す
。）
ま
た
、
原
則
で
あ
る
月
45
時
間
を
超
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
年
間
６
ヶ
月
ま
で
で
す
。

自
動
車
運
転
業
務
の
従
事
者
は
、
令
和
６
年
４
月
か
ら
の
適
用
と
な
っ
て
い
ま
す
。
特
別
条
項
付
き
３
６
協

定
を
締
結
す
る
場
合
の
年
間
の
時
間
外
労
働
の
上
限
が
年
９６
０時
間
以
内
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
時
間

外
労
働
と
休
日
労
働
の
合
計
に
つ
い
て
、
月
１０
０時
間
未
満
、
２
～
６
ヶ
月
平
均
８０
時
間
以
内
の
規
制
と
時
間
外

労
働
が
月
４５
時
間
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
年
６
ヶ
月
ま
で
の
規
制
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
伴
い
、
現
在
、
自
動
車
運
転
者
の
労
働
時
間
等
の
改
善
の
た
め
の
基
準
（
改
善
基
準
告
示
）
の
見
直

し
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
、
ト
ラ
ッ
ク
の
業
態
で
昨
年
11
月
に
実
態
調
査
を
行
い
、
ト
ラ
ッ

ク
に
つ
い
て
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
が
あ
る
の
で
、
今
年
10
月
～
11
月
に
か
け
て
再
度
、
実
態
調
査
を
行
い
、
来
年

の
４
月
か
ら
新
た
な
改
善
基
準
告
示
の
検
討
を
始
め
、
令
和
４
年
12
月
に
改
正
す
る
予
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ト
ラ
ッ
ク
事
業
に
対
す
る
働
き
方
改
革
関
連
法
の
適
用
時
期
に
つ
い
て
�

担
当
：
適
正
化
事
業
部
　
部
長
　
柳
井
達
雄

適
正
化
事
業
部
か
ら
の
お
知
ら
せ
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ま
た
、
３
６
協
定
届
の
様
式
は
、
様
式
９
（
限
度
時
間
を
超
え
な
い
事
業
場
）、
様
式
９
号
の
２
（
限
度
時
間
を
超
え
て
、
特
別
条
項
を
設
け
て
い
る
事
業
場
）、
様
式

９
号
の
３
（
適
用
除
外
業
務
）、
様
式
９
号
の
４
（
令
和
６
年
３
月
末
ま
で
上
限
規
制
が
適
用
猶
予
さ
れ
る
事
業
場
･労
働
者
（
建
設
業
、
鹿
児
島
・
沖
縄
の
砂
糖
製
造
業
、

自
動
車
運
転
者
、
医
療
に
従
事
す
る
医
師
）
の
４
種
類
と
な
り
ま
す
。
ト
ラ
ッ
ク
事
業
の
場
合
は
、
様
式
９
号
若
し
く
は
様
式
９
号
の
２
と
様
式
９
号
の
４
の
２
種
類
と

な
り
ま
す
。

な
お
、
今
年
４
月
か
ら
は
届
出
書
の
押
印
・
署
名
の
廃
止
と
協
定
当
事
者
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
の
新
設
を
設
け
た
新
し
い
様
式
と
な
り
ま
す
。

２
．
年
次
有
給
休
暇
の
確
実
な
取
得

使
用
者
は
、
10
日
以
上
の
年
次
有
給
休
暇
を
付
与
さ
れ
る
全
て
の
労
働
者
に
対
し
、
毎
年
５
日
、
時
季
を
指
定
し
て
有
給
を
与
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
改
正
に
よ
り
就
業
規
則
の
一
部
を
変
更
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
次
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
好
ま
し
く
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
法
定
休
日
で
は
な
い
所
定
休
日
を
労
働
日
に
変
更
し
、
当
該
労
働
日
に
つ
い
て
、
使
用
者
が
年
次
有
給
休
暇
と
し
て
時
季
指
定
す
る
こ
と
。

・
会
社
が
独
自
に
設
け
て
い
る
有
給
の
特
別
休
暇
を
労
働
日
に
変
更
し
、
当
該
労
働
日
に
つ
い
て
、
使
用
者
が
年
次
有
給
休
暇
と
し
て
時
季
指
定
す
る
こ
と
。（
但
し
、

　
　
法
定
の
年
次
有
給
休
暇
日
数
を
上
乗
せ
す
る
も
の
と
し
て
付
与
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）

３
．
雇
用
形
態
に
関
わ
ら
な
い
公
正
な
待
遇
の
確
保
(同
一
労
働
・
同
一
賃
金
)

同
一
企
業
内
に
お
け
る
正
社
員
（
無
期
雇
用
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
）
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
・
有
期
雇
用
労
働
者
と
の
間
の
不
合
理
な
待
遇
の
差
を
な
く
し
、
ど
の

よ
う
な
雇
用
形
態
を
選
択
し
て
も
待
遇
に
納
得
し
て
働
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
事
業
主
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
次
の
こ
と
で
す
。

・
同
じ
企
業
で
働
く
正
社
員
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
・
有
期
雇
用
労
働
者
と
の
間
で
、
基
本
給
や
賞
与
、
手
当
、
福
利
厚
生
な
ど
あ
ら
ゆ
る
待
遇
に
つ
い
て
、
不
合

　
　
理
な
差
を
設
け
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
ま
す
。

･事
業
主
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
・
有
期
雇
用
労
働
者
か
ら
、
正
社
員
と
の
待
遇
の
違
い
や
そ
の
理
由
な
ど
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
説
明
で
き
な

　
 け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

均
衡

待
遇

規
定

＜
法

第
８

条
＞

（
不

合
理

な
待

遇
差

の
禁

止
）

①職
務内

容※
４ 、
②職

務内
容・

配置
の変

更の
範囲

、③
その

他の
事

情の
内容
を考
慮し
て不
合理

な待
遇差

を禁
止す

るも
の

均
等

待
遇

規
定

＜
法

第
９

条
>

（
差

別
的

取
扱

い
の

禁
止

）
①
職
務
内
容
※
４
、
②
職
務
内
容
・
配
置
の
変
更
の
範
囲
が
同
じ
場
合
は
、

差別
的取
扱い
を禁
止す
るも

の
※４

　職
務内

容と
は、

業務
の内
容＋
責任
の程
度を
いい
ます
。

 　
【
改
正
前
→
改
正
後
】
○
：
規
定
あ
り
 △
：
配
慮
規
定
 ×
：
規
定
な
し
 ◎
：
明
確
化

パ
ー

ト
有
期

派
遣

均
衡

待
遇

規
定

○
→

◎
○
→
◎

△
→
○
＋
労
使
協
定

均
等

待
遇

規
定

○
→

○
×
→
○

×
→
○
＋
労
使
協
定

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
指

針
）

×
→

○
×
→
○

×
→
○

❶
有
期
雇
用
労
働
者
に
対
す
る
、
雇
用
管
理
上
の
措
置
の
内
容
及
び
待
遇
決
定
に
際

し
て
の
考
慮
事
項
に
関
す
る
説
明
義
務
を
創
設
。〈
法
第
１４
条
第
１
項
、
第
２
項
〉

❷
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
・
有
期
雇
用
労
働
者
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
場
合
、
正
社
員
と
の
間

の
待
遇
差
の
内
容
･理
由
等
を
説
明
す
る
義
務
を
創
設
。〈
法
第
１４
条
第
２
項
〉

❸
説
明
を
求
め
た
労
働
者
に
対
す
る
不
利
益
取
扱
い
禁
止
規
定
を
創
設
。〈
法
第
１４
条
第
３
項
〉

 【
改
正
前
→
改
正
後
】
○
：
規
定
あ
り
 ×
：
規
定
な
し

パ
ー

ト
有

期
派

遣
雇
用
管
理
上
の
措
置
の
内
容
※
６
の
説
明
義
務
（雇

入れ
時）

○
→

○
×

→
○

○
→

○
待
遇
決
定
に
際
し
て
の
考
慮
事
項
の
説
明
義
務
（求

めが
あっ

た場
合）

○
→

○
×

→
○

○
→

○
待
遇
差
の
内
容
・
理
由
の
説
明
義
務
（求

めが
あっ

た場
合）

×
→

○
×

→
○

×
→

○
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止

×
→

○
×

→
○

×
→

○
※
６
賃
金
、
教
育
訓
練
、
福
利
厚
生
施
設
の
利
用
な
ど

❷❶

❶ ❷ ❸

❸
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月日 行事名 場所 月日 行事名 場所

２・１ 過積載運行の根絶合同キャンペーン　横断幕の設置    山陽道・神戸北インター西方第二神明道路・大久保インター －３月の予定－

４ 整備管理者選任後研修    姫路市文化セ ン タ ー ３・５ 初任運転者講習 兵 ト 協

５ 標準的な運賃を活用する為の原価計算・荷主交渉セミナー 兵 ト 協 ７ 運行管理者試験    神戸ファッションマート

９ 運行管理者試験事前講習 兵 ト 協 ８ 兵ト協　正副会長会議 兵 ト 協

10 運行管理者試験事前講習 兵 ト 協 兵ト協　第２回役員選考委員会 兵 ト 協

12 兵ト協　交通対策委員会（オンライン） 兵 ト 協 兵ト協　常任理事会・総務委員会合同会議 兵 ト 協

  標準的な運賃を活用する為の原価計算・荷主交渉セミナー    西 部
研 修 会 館 ９ 兵庫県環境審議会大気環境部会    ラ ッ セ

ホ ー ル

兵庫県交通安全対策委員会   兵庫県公館 10 トラックの日行事検討プロジェクト会議 兵 ト 協

15 整備管理者選任後研修 兵 ト 協 自動車関係団体連絡会議    兵 庫 県 自
動 車 会 館

西播磨緊急物資輸送協定締結式    西 播 磨
県 民 局 11 全ト協　理事会    第一ホテル東 京

16 近ト協　理事会（オンライン） 兵 ト 協 全ト協　全国適正化事業実施機関本部長会議    第一ホテル東 京

トラック運送事業者・整備者の為の車両保全セミナー（オンライン）（～ 17 日） 12 近畿ブロック適正化指導員研修会   大 阪 KKR

17 兵ト協　海コン部会　役員会 兵 ト 協 15 関西災害時物資供給協議会「総会」（オンライン）

18 はい作業主任者技能講習会（～ 19 日） 兵 ト 協 17 三木会 兵 ト 協

兵庫県防災会議    ラ ッ セ
ホ ー ル 19 兵ト協　理事会（予定） 兵 ト 協

22 兵庫労働局・労働災害防止団体連絡会議    兵庫労働基準 連 合 会 24 近ト協　幹事会 大 ト 協

兵庫労働災害防止団体等連絡協議会    兵庫労働基準 連 合 会 －４月の予定－

25 トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会（オンライン） 兵 ト 協 ４・８ 全国専務理事業務連絡会議 全 ト 協

26 全国適正化部（課）長業務連絡会議 全 ト 協 15 適正化事業実施機関評議委員会    三 宮 東 急
REIホ テ ル

21 全ト協　重量部会常任委員会 全 ト 協


